
就労継続支援B型事業所

NONNO

年齢や障がいの有無に関わらず、

一般就労が難しい方に「働く体験」

「やりがい」を提供する福祉サービスです。

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型事業所

NONNO〒061-1375
北海道恵庭市黄金中央1丁目4番1号
恵庭フロント1階

TEL : 050-8896-2405

FAX : 050-8896-2405

MAIL : 3340nonno@gmail.com

営業時間 :
9:30〜16:00 「医療」の視点で支える
新しいカタチの就労支援

ACCESS

恵庭駅徒歩 1分
バス停恵庭駅東口徒歩1分

instagram 公式LINE

・障がい、病気などの理由で働くことが不安な方

・自分のペースで仕事がしたい方

・生活リズムを整えたい方

そんな方々が安心して通える場所です。

-ご利用対象の方-

・障がい者手帳をお持ちの方

・難病をお持ちの方

・医師の診断、意見書などがある方



見学・体験で雰囲気を体感！

利用申請（市役所で手続き）

契約・利用スタート！

お問い合わせ・見学予約(DM・

お電話・公式LINEなど)

朝の体操・健康チェック10:00〜

午前の作業・プログラム10:30〜

お昼休み（昼食無料）12:00〜

午後の作業・プログラム13:00〜

清掃・片付け14:30〜

終了・帰宅15:00

「稼ぐ」よりも

「整える」ことを

大切にする就労支援。

心身の状態を整えながら

安定して通える力、働き続ける力を育てます。

作業療法士による専門的な心身評価・作業分析。

無理のない作業、生活リズムを一緒に設計し、

「やりたい」「やってみたい」を支援しています。

作業内容 -例-
1日の流れ

ご利用までの流れ

NONNOで

得られること
・生活リズムの安定

・体調、メンタルの自己理解

・働くことへの不安軽減

・成功体験の積み重ね

・次のステップ

　　（一般就労やA型事業所）への土台づくり

・コーヒー関連作業
・軽作業
・PC作業
・商品撮影、動画編集

施設内就労

・保護犬活動

・農作業

・清掃作業

・軽作業

施設外就労

当事業所では利用者様の

「やりたい・やってみたい」を全力でサポートします。

作業内容は相談ください。

NONNOの特徴

・医療スタッフが多数在籍

・職業リハビリテーションを基盤とした就労支援

・SSTやJSTを取り入れたプログラム

・OQやOSA-Ⅱを用いた作業療法評価

事業所情報

工賃支給あり：日給750円〜

昼食：無料

恵庭市内無料送迎あり

作業時間：10：00〜15：00
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